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「火災危険性を有するおそれのある物質」の危険物指定の流れ（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産（流通）量 

チェック 

流通量モニタリング

物質 

（次年度に再度生産（流

通）量をチェック） 

 

第一次候補物質の抽出 

再調査物質 

（前年度までの調査において、火災危険性

を有するおそれのある物質として抽出され

ていたが、これまで危険物確認試験を実施

していない物質） 

火災危険性の評価 

指定せず 

危険性なし 

第二次候補の選定 

（優先順位付け） 

一定量以上 

文献調査 

（各種文献・資料等で新たに確認され

たこれまでに危険物確認試験を実施し

ていない物質） 

国内事故事例調査 

（各種データベース等において過去１

年間に追加・報道された事故事例にお

いて、火災・爆発事故に関与した可能

性のある物質） 

【
第
一
次
候
補
物
質
の
抽
出
】 

危険性あり 

※【優先順位】 

① 火災・爆発事故に関与した可能性のある物質 

（過去５年間の検討会の結果で、火災・爆発等に関与した

可能性のある物質とされたものを含む。） 

② 製造・輸入量 100 t/年以上の物質 

③ 製造・輸入量 100 t/年未満の物質 

④ 用途のみが把握できた物質 

⑤ 用途及び流通量が把握できなかった物質 

一定量未満 

資料Ⅰ－２－２ 

【
年
間
生
産
量
に
よ
る
調
査
】 

物質の入手可能性等を勘案

し、火災危険性評価の実施を

判断 

未実施 

実施 

用途及び流通量を調査 

危険物確認試験の実施 

指 定 


